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が
り
ま
し
た

4

問
建
設
課　

　

   

下
水
道
管
理
係　

　
　

 

☎
52
‐
５
８
１
７

凡　　例
処 理 開 始 区 域

平成 26 年３月 30 日まで

平成 26 年３月 31 日から
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今
ま
で
の
下
水
処
理
区
域
（ 　

印
）
に
、新
た
に
下
水
道
を
整
備
し
た
区
域
（ 　

印
）

が
加
わ
り
、
今
年
３
月
31
日
か
ら
下
水
を
処
理
で
き
る
区
域
が
拡
が
り
ま
し
た
。

　

赤
色
の
区
域
内
に
住
ん
で
い
る
人
や
店
舗
等
で
営
業
し
て
い
る
人
は
、
快
適
な
公
共

下
水
道
が
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
お
早
め
に
下
水
道
排
水
設
備
の
設
置
、

接
続
を
お
願
い
し
ま
す
。
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下
水
道
が
整
備
さ
れ
た
地
域
は
、
家
庭
雑
排

水
の
排
除
先
を
心
配
す
る
必
要
が
な
く
な
り
、

ト
イ
レ
の
水
洗
化
な
ど
清
潔
で
快
適
な
生
活
環

境
の
恩
恵
を
受
け
ま
す
。
し
か
し
、
下
水
道
施

設
は
、
誰
も
が
利
用
で
き
る
道
路
や
公
園
と
は

異
な
り
、
そ
の
恩
恵
を
受
け
る
人
は
処
理
区
域

内
に
限
ら
れ
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
下
水
道
が
整
備
さ
れ
た
地
域
に
土

地
を
所
有
し
て
い
る
人
ま
た
は
権
利
（
賃
貸
借

権
な
ど
）
を
持
っ
て
い
る
人
に
、
建
設
費
の
一

部
の
負
担
を
お
願
い
す
る
受
益
者
負
担
金
制
度

が
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。

○
申
告
方
法

　

新
た
に
対
象
と
な
っ
た
地
域
の
土
地
所
有

者
に
、
土
地
の
所
在
、
地
目
、
面
積
等
を
記

載
し
た「
下
水
道
事
業
受
益
者
申
告
書
」を
５

月
上
旬
に
送
付
し
ま
す
。
記
載
内
容
に
間
違

い
や
漏
れ
な
ど
が
あ
れ
ば
訂
正
し
、
申
告
者

欄
に
押
印
の
上
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
土
地
に
賃
貸
借
な
ど
権
利
関
係
が
あ
る
場
合

は
、
所
有
者
と
権
利
者
間
で
協
議
し
て
く
だ

さ
い
。

○
納
付
方
法

 

・
各
期
納
付
…
１
年
を
４
期
に
分
け
、
５
年
間

納
付（
合
計
20
回
）

 

・ 

全
期
前
納
…
全
額
を
一
括
納
付

※
全
期
前
納
ま
た
は
１
年
前
納
（
各
期
納
付
の

う
ち
、
１
年
分
を
一
括
納
付
）
の
場
合
、
報

奨
金
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

下
水
道
事
業
の
受
益
者
負
担
金

受
益
者
負
担
金
の
申
告
お
よ
び
納
付

◎
受
益
者
が
変
わ
っ
た
場
合

　

負
担
金
を
納
付
中
で
、
土
地
の
売
買

等
に
よ
り
所
有
者
や
権
利
者
が
変
わ
っ

た
場
合
、
新
受
益
者
お
よ
び
残
額
の
納

付
方
法
を
、
建
設
課
下
水
道
管
理
係
ま

で
お
届
け
く
だ
さ
い
。

■
平
成
26
年
度
か
ら
受
益
者
と
な
る
人

【例】198㎡（約 60 坪）を所有している場合

１㎡当りの
　負担金

400 円

所 有 す る
土地の面積

198㎡

賦 課 さ れ る
受益者負担金

79,200 円
× ＝

次
の
よ
う
な
場
合
は

お
届
け
く
だ
さ
い

　

平
成
22
～
25
年
度
に
対
象
と
な
っ
た
人
に

は
、
今
年
度
の
納
付
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、

各
期
納
付
、
１
年
前
納
、
ま
た
は
残
り
の
年
数

　

受
益
者
負
担
金
は
、『
１
㎡
に
つ
き
４
０
０

円
』
で
す
。
こ
の
負
担
金
は
、
そ
の
土
地
に
対

し
て『
一
度
限
り
』の
も
の
で
、
毎
年
支
払
う
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（
分
割
の
場
合
は
、
完
納

時
ま
で
）。

　

ま
た
、
下
水
道
は
、
現
在
建
っ
て
い
る
住
居

や
店
舗
の
た
め
だ
け
に
整
備
す
る
も
の
で
は
な

く
、
そ
の
地
域
を
清
潔
で
快
適
な
環
境
に
改
善

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。そ
の
た
め
、

現
在
は
空
地
や
駐
車
場
で
も
、
負
担
金
の
支
払

い
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

■
平
成
22
～
25
年
度
に受

益
者
と
な
っ
た
人

分
の
全
期
前
納
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
納
付
し

て
く
だ
さ
い
（
前
納
の
場
合
の
納
付
額
は
、
報

奨
金
を
差
引
い
た
額
に
な
り
ま
す
）。

　

７
月
上
旬
に
、
平
成
26
年
度
に
賦
課
す
る
受

益
者
負
担
金
を
確
定
し
、
決
定
通
知
書
と
納
付

書
を
送
付
し
ま
す
。

　

７
月
上
旬
に
、
平
成
26
年
度
の
納
付
書
を
送

付
し
ま
す
。

◎
徴
収
猶
予
が
解
除
に
な
る
場
合

　

平
成
９
～
25
年
度
に
農
地
や
係
争
地

な
ど
で
徴
収
猶
予
の
決
定
を
受
け
て
い

る
土
地
で
、
宅
地
造
成
を
し
た
場
合
や

裁
判
が
確
定
し
た
場
合
は
、
猶
予
基
準

に
該
当
し
な
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の

土
地
に
つ
い
て
は
、
建
設
課
下
水
道
管

理
係
ま
で
お
届
け
く
だ
さ
い
。

公共下水道

広報たぶせNo.921

受益者とは…　

　受益者とは、下水道が整
備された地域に土地を所有
している人、またはその土
地に対する権利（賃貸借権

　あなたの土地の受益者負担金は？

　受益者負担金は、１㎡当り 400 円です。
　あなたが所有する、または権利を持って
いる土地の面積に乗じて得た金額が、負担
金になります。

など）を持っている人で、原則として土地所
有者が受益者となります。
　ただし、土地に権利者がある場合は、所有
者と権利者が協議の上、受益者を決めます。


